
  

川崎市告示第３１３号  

 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第７条の３第１項

第２号及び第６項の規定により、特定工程及び特定工程後の工程について次のとおり

指定する。  

 

 

令和４年５月２６日 

 

 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

 

１ 中間検査を行う建築物の用途、規模及び構造 

中間検査を行う建築物は、次の表の (い)欄に掲げる用途に供する建築物のうち、そ

の用途に供する部分（新築、増築又は改築に係る部分（２以上の部分がエキスパン

ションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物

の当該建築物の部分は、それぞれ別の建築物とみなす。）に限る。）が同表 (ろ)欄の

当該各項に掲げる規模で、同表 (は)欄の当該各項に掲げる構造の建築物とする。ただ

し、次の各号のいずれかに該当する建築物は、中間検査を行わない。  

⑴ 法第１８条第３項の規定による確認済証の交付を受けた建築物 

⑵ 法第８５条第６項又は第７項の規定による許可を受けた仮設建築物 

⑶ 法第６８条の１１第１項の規定により国土交通大臣が型式部材等の製造者の

認証をした者が製造する当該認証に係る建築物 

⑷ 住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成１１年法律第８１号）第５条第

１項の規定による建設住宅性能評価書の交付を受ける建築物 

⑸ 法第７条の３第１項第一号の規定による工程を有する建築物 

 

 
 （い） （ろ） （は） 

１ 一戸建ての住宅、長屋、兼用住宅

又は併用住宅 

階数が３以上又

は床面積の合計が

１００平方メート

ルを超える 

主要な構造形式

が木造（丸太組構

法を除く。以下同

じ。）       



  

２ 劇場、映画館、演芸場、観覧場（屋 

外観覧場を除く。）その他これらに類

するもの 

床面積の合計が

３００平方メート

ル以上 

 

主要な構造形式

が木造、鉄骨造、

鉄筋コンクリート

造又は鉄骨鉄筋コ 

ンクリート造 ３ 公会堂、集会場その他これらに類す

るもの 

床 面 積 の 合 計 が

２００平方メート

ル以上 

４ 病院又は診療所（患者の入院施設が

あるものに限る。） 

床面積の合計が

３００平方メート

ル以上 ５ 幼稚園、社会福祉施設その他これら

に類するもの 

６ ホテル又は旅館 床面積の合計が

５００平方メート

ル以上 

７ 共同住宅、寄宿舎又は下宿 床面積の合計が

１，０００平方メ

ートル以上 

８ 学校又は体育館 床面積の合計が

２，０００平方メ

ートル以上 

９ 博物館、美術館、図書館、ボーリン 

グ場、スキー場、スケート場、水泳場

又はスポーツの練習場 

床面積の合計が

５００平方メート

ル以上 

１０ 店舗、飲食店、遊技場その他これら

に類するもの 

床面積の合計が

２００平方メート

ル以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

２ 中間検査を行う建築物の特定工程及び特定工程後の工程 

中間検査を行う建築物の特定工程及び特定工程後の工程は、次の表に掲げる建築

物の主要な構造形式の区分に応じ、それぞれ同表に掲げるとおりとする。  
 

建築物の主要な

構造形式 

特 定 工 程 特定工程後の工程 

木造 屋根工事の工程 木造の軸組を覆う壁の外装又

は内装工事の工程（枠組壁工法

にあっては、耐力壁を覆う壁の

外装又は内装工事の工程） 

鉄骨造 １階を含む鉄骨建方工事の工

程 

構造耐力上主要な部分を覆う

工事の工程 

鉄筋コンクリー

ト造 

２階の床及びこれを支持する

はりに鉄筋を配置する工事の工

程（当該配筋工事を現場で行わ

ないものは、同部分の取付工事

の工程） 

２階の床及びこれを支持する

はりに配置された鉄筋をコンク

リートその他これに類するもの

で覆う工事の工程（２階の床及

びこれを支持するはりに鉄筋を

配置する工事を現場で行わない

ものは、直上階の柱又は壁の取

付工事の工程） 

鉄骨鉄筋コンク

リート造 

 

３ その他 

⑴ この指定は、令和４年５月３１日以後に法第６条第１項又は第６条の２第１項

の規定による確認の申請がされた建築物について適用する。 

⑵ 平成３０年川崎市告示第５０８号は、廃止する。 

⑶ 平成３０年川崎市告示第５０８号の１の表に該当する建築物のうち、平成３０

年９月２５日から令和４年５月３０日までに法第６条第１項又は第６条の２第１

項の規定による確認の申請がされたもので、令和４年５月３１日以後に同告示の

特定工程に係る工事を終えたものについては、同告示の１及び２を適用する。  


